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○豊島区請負工事成績評定要綱 

平成20年4月1日 

総務部長決定 

 

（目的） 

第1条 この要綱は、総務部及び都市整備部が実施する請負工事並びに総務部が実施する

請負工事検査に係る成績評定（以下「評定」という。）の結果をとりまとめるととも

に、当該評定の結果についての説明手続等を規定し、もって工事施行の適正化と工事請

負者の指導育成に資することを目的とする。 

（評定基準・実施細目） 

第2条 評定の対象となる工事、評定者等に関する評定基準（以下「基準」という。）及

び評定の実施に関する実施細目（以下「実施細目」という。）については、次の定める

ところによる。 

区分 基準 実施細目 

建築成績評定 豊島区建築等請負工事成績評定基

準（平成19年10月31日施設管理部

長決定。以下「建築成績評定基

準」という。） 

豊島区建築等請負工事成績評定基準

実施細目（平成19年10月31日施設

管理部長決定） 

土木成績評定 豊島区土木等請負工事成績評定基

準（平成19年10月31日土木部長決

定。以下「土木成績評定基準」と

いう。） 

豊島区土木等請負工事成績評定基準

実施細目（平成19年10月31日土木

部長決定） 

検査成績評定 豊島区請負工事検査成績評定基準

（平成19年10月31日総務部長決

定。以下「検査成績評定基準」と

いう。） 

豊島区請負工事検査成績評定基準実

施細目（平成19年10月31日総務部

長決定） 

（総評定点の確定及び評定結果の通知） 

第3条 契約管財課長は、建築成績評定基準第6条の規定により総括監督員（以下「建築総

括監督員」という。）から報告を受けたとき、土木成績評定基準第6条の規定により総

括監督員（以下「土木総括監督員」という。）から報告を受けたとき及び検査成績評定

基準第6条の規定により検査員（以下「検査員」という。）から評定の結果の報告を受
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けたときは、建築総括監督員、土木総括監督員及び検査員の評定をとりまとめた総評定

点（以下「総評定点」という。）を確定しなければならない。この場合において契約管

財課長は、必要があると認めるときは、建築総括監督員、土木総括監督員及び検査員か

ら意見を聴取することができる。 

2 総評定点の配分割合は、建築総括監督員又は土木総括監督員7割、検査員3割とする。 

3 契約管財課長は、第1項の規定により総評定点が確定したときは、直ちに工事成績評定

報告書（別記第1号様式）により、総務部長、総務部長及び都市整備部長に報告すると

ともに、当該評定の対象となった請負者へ工事成績評定通知書（別記第2号様式）によ

り通知しなければならない。 

（評定結果の説明・回答） 

第4条 前条第3項の規定により通知を受けた請負者は、当該通知を受けた日から起算して

14日以内に区長に対して評定の内容について工事成績評定に係る説明請求書（別記第3

号様式）により説明を求めることができる。 

2 区長は、前項の請求に対して工事成績評定に係る説明書（回答）（別記第4号様式）に

より回答するものとする。 

（評定結果の再説明・回答） 

第5条 前条第2項の規定により回答を受けた請負者は、当該回答を受けた日から起算して

14日以内に、区長に対して工事成績評定に係る再説明請求書（別記第5号様式）により

再度説明を求めることができる。 

2 区長は前項の請求及び前条1項の請求に基づき評定を修正する場合に対して必要があれ

ば、工事成績評定審査調書により豊島区工事成績評定審査委員会に対し審査を求め、そ

の意見を十分踏まえて工事成績評定に係る再説明書（回答）（別記第6号様式）により

回答するものとする。 

（工事成績評定審査委員会の設置） 

第6条 前条第1項の再説明の求めに対して回答するため、豊島区工事成績評定審査委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

2 委員会は、豊島区指名業者選定委員会設置要綱（昭和56年区長決裁）第3条に規定する

委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

3 委員長は、審査の事案に応じ、必要があると認めるときは、臨時委員を若干名置くこ

とができる。 

4 委員会は、委員長が招集する。 
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5 委員会は、前条第2項の規定により提出された工事成績評定審査調書に基づき、評定の

適正について審査し、その意見を書面によって表示するものとする。 

6 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。 

（評定の修正） 

第7条 契約管財課長は、第3条第3項の通知をした後、事故等により契約不適合が判明し

た場合、前条第5号による委員会の意見、又はその他の事由により当該評定を修正した

場合には、直ちに工事成績評定報告書（修正）（別記第7号様式）により、当該結果を

総務部長、総務部長及び都市整備部長に報告するとともに、当該評定の対象となった請

負者へ工事成績評定修正通知書（別記第8号様式）により通知しなければならない。 

2 第4条及び第5条の規定は、修正通知に対する説明請求及び回答にこれを準用する。 

（優良工事の公告） 

第8条 契約管財課長は、評定の結果、成績が優良とされた工事について、工事件名、請

負者等を公表することができる。 

（不良工事の勧告） 

第9条 契約管財課長は、評定の結果、工事成績が不良又はやや不良とされた工事につい

て、当該工事の請負者に対して不良工事勧告書（別記第9号様式）により通知するもの

とする。 

2 区長は、前項により勧告を受けた請負者に対して豊島区競争入札参加停止及び指名停

止等措置要綱（平成20年8月総務部長決定）に基づき停止措置を行うものとする。 

（請負者の指導） 

第10条 建築総括監督員、土木総括監督員及び検査員は、工事成績が不良とされた請負者

を指導するものとする。 

（委任） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、評定に関し必要な事項は、総務部長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成19年11月1日以降に契約を締結する請負工事に適用する。 

附 則 

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 

附 則 
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和8年4月1日から施行し、令和8年4月1日以降に竣工検査を行う請負

工事に適用する。
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別記第１号様式（第３条第３項関係） 

  年  月  日 

総 務 部 長 

         様 

担当部長 

工事成績評定報告書 

 

契約管財課長 

工事成績評定について下記のとおり報告します。 

 

※ 総評定点欄において、小数点以下を切り捨てて整数とする。 

  

工 事 件 名   

請 負 者 名   

業 種 名  

主任(監理)技術者

氏      名 
 

契 約 金 額  

変 更 契 約 金 額  

契 約 日  

完 了 年 月 日  

完 了 検 査 日  

総 括 監 督 員 

所 属 ・ 氏 名 

所属       部      課 

氏名  

主 任 監 督 員 

所 属 ・ 氏 名 

所属       部      課 

氏名  

担 当 監 督 員 

所 属 ・ 氏 名 

所属       部      課 

氏名  

検 査 員 

所 属 ・ 氏 名 

所属       部      課 

氏名 

監 督 員 評 定 点     点 

検 査 員 評 定 点     点 

評 定 点 合 計     点 

法 令 遵 守 等     点 

総 評 定 点      点 
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別記第２号様式（第３条第３項関係） 

契約第   号 

  年  月  日 

       様 

豊島区長        

（公印省略） 

 

工事成績評定通知書 
 

貴社が施工した下記の工事について、豊島区請負工事成績評定要綱に基づき評定した 

結果を下記のとおり通知します。 

記 

工事件名  

完了日  

業種名  

主任（監理） 

技術者名 
 

成績評定 総評定点   点（項目別評定点は別表のとおり） 

 

※ 参考 

総評定点 ８０点以上 ７０点～７９点 ６０点～６９点 ５０点～５９点 ４９点以下 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

区分 優良 良好 普通 やや不良 不良 

 

 上記工事成績評定に疑問がある場合は、その疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から

起算して 14 日以内（期間の末日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定め

る休日、12 月 29 日から同月 31 日までの期間、1月２日、同月３日、日曜日及び土曜日に当たると

きは、期間はその翌日に満了する。）に書面により、説明を求めることができます。疑問の旨に対

する説明は、書面により回答します。なお、説明を求める場合の手続き等についての問合せ先は下

記のとおりです。 

 

問い合わせ先 

 

     豊島区総務部契約管財課検査担当係長    TEL 4566-2567 
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項 目 別 評 定 点 

 

 

評定項目・細目 評定点／満点 

１
基
本
的
な
技
術
力
と
成
果
の
評
価 

施工体制 

施工体制全般 点／ 5 点 

配置技 術 者 点／ 5 点 

対 外 調 整 点／ 5 点 

現場管理 

安全衛生管理 点／10 点 

工 程 管 理 点／10 点 

施工管理 

施 工 管 理 点／15 点 

品 質 管 理 点／15 点 

出 来 ば え 点／30 点 

２ 技術力の発揮 

 

点／ 5 点  
 ３ 創意工夫と熱意 

４ 社会的 貢 献  

５ 法令遵 守 等      （減点） 

  総 評 定 点   ／ 100 点 

備考 

※ 総評定点欄において小数点以下を切り捨て、整数としています。 

  また、通常の評定は、１ 基本的な技術力と成果の評価で評定されますので、２ 技術力の発揮、 

  ３ 創意工夫と熱意、４ 社会的貢献については、評定されないことがあります。 
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別記第３号様式（第４条第１項関係） 

 

  年  月  日 

 

豊島区長 

        様 

 

請負者 住所                                 

商号または名称 

代表者氏名   

 

工事成績評定に係る説明請求書 

 

 

     年  月  日付けで通知を受けた工事成績評定結果について、説明を求めます。 

 

 

記 

 

 

１．工事件名 

 

２．工事成績評定に係る疑問の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          （必要に応じて資料を添付して下さい。） 
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別記第４号様式（第４条第２項関係） 

 

  第  号 

 年 月 日 

 

 

 様 

 

豊島区長     

（公印省略） 
       

 

 

工事成績評定に係る説明書（回答） 
 

   年  月  日付けで貴社から説明を求められた評定内容について、下記のとおり 

 

回答します。 

 

 

記 

 

 

１．工 事 件 名 
 

２．疑問に対する回答  
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別記第５号様式（第５条第１項関係） 

 

 年 月 日 

 

豊島区長 

       様 

 

請負者 住所                                 

商号または名称 

代表者氏名   

 

工事成績評定に係る再説明請求書 

 

 

  年  月  日付け第   号の回答について、再説明を求めます。 

 

 

記 

 

 

１．工事件名 

 

２．工事成績評定に係る説明書(回答)に対する疑問の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          （必要に応じて資料を添付して下さい。） 
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別記第６号様式（第５条第１項関係） 
 

  第  号 

 年 月 日 

 

 

 様 

 

豊島区長     

（公印省略）      

 

 

工事成績評定に係る再説明書（回答） 
 

   年  月  日付けで貴社から再説明を求められた評定内容について、下記のとおり 

 

回答します。 

 

 

記 

 

 

１．工 事 件 名 
 

２．疑問に対する回答 
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別記第７号様式（第７条第１項関係） 
年  月  日 

工事成績評定報告書（修正） 
   

総 務 部 長 

         様 

担当部長 

 

契約管財課長 

工事成績評定の修正について下記のとおり報告します。 
 

工 事 件 名  

請 負 者 名  

業 種 名  

主 任 ( 監 理 ) 技 術 者 

氏 名 
 

契 約 金 額  

変 更 契 約 金 額   

契 約 日  

完 了 年 月 日  

完 了 検 査 日   

修正前総評定点合計 点 

修正後総評定点合計 点 

修正事由 

 ※総評定点欄において、小数点以下を切り捨てて整数とする  
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別記第８号様式（第７条第１項関係） 

第   号 

  年  月  日 

       様 

豊島区長        

（公印省略） 

 

工事成績評定修正通知書 

 

貴社が施工した下記の工事について、豊島区請負工事成績評定要綱に基づき再評定した 

結果を下記のとおり通知します。 

記 

工事件名  

完了日  

業種名  

主任（監理） 

技術者名 
 

成績評定 総評定点   点（項目別評定点は別表のとおり） 

 

※ 参考 

総評定点 ８０点以上 ７０点～７９点 ６０点～６９点 ５０点～５９点 ４９点以下 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

区分 優良 良好 普通 やや不良 不良 

 

 上記工事成績評定に疑問がある場合は、その疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から

起算して 14 日以内（期間の末日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定め

る休日、12 月 29 日から同月 31 日までの期間、1月２日、同月３日、日曜日及び土曜日に当たると

きは、期間はその翌日に満了する。）に書面により、説明を求めることができます。疑問の旨に対

する説明は、書面により回答します。なお、説明を求める場合の手続き等についての問合せ先は下

記のとおりです。 

 

問い合わせ先 

 

     豊島区総務部契約管財課検査担当係長    TEL 4566-2567 
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項 目 別 評 定 点 

 

 

評定項目・細目 評定点／満点  

１
基
本
的
な
技
術
力
と
成
果
の
評
価 

施工体制 

施工体制全般 点／ 5 点 点／ 5 点 

配置技 術 者 点／ 5 点 点／ 5 点 

対 外 調 整 点／ 5 点 点／ 5 点 

現場管理 

安全衛生管理 点／10 点 点／10 点 

工 程 管 理 点／10 点 点／10 点 

施工管理 

施 工 管 理 点／15 点 点／15 点 

品 質 管 理 点／15 点 点／15 点 

出 来 ば え 点／30 点 点／30 点 

２ 技術力の発揮 点／ 2 点 

 

点／ 5 点 

 

 ３ 創意工夫と熱意 点／ 2 点 

４ 社会的 貢 献  点／ 1 点 

５ 法令遵 守 等      （減点）     （減点） 

  総 評 定 点   ／ 100 点   ／ 100 点 

備考 

※ 総評定点欄において小数点以下を切り捨て、整数としています。 

  また、通常の評定は、１ 基本的な技術力と成果の評価で評定されますので、２ 技術力の発揮、 

  ３ 創意工夫と熱意、４ 社会的貢献については、評定されないことがあります。 
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別記第９号様式（第 9 条関係） 

第   号 

  年  月  日 

       様 

豊島区長        

（公印省略） 
 

 
 

不 良 工 事 勧 告 書 
 
 
 下記の請負工事については、評定の結果、工事成績を（不良・やや不良）と評価しました。今後は注意を払い適

切な工事を行うよう、豊島区請負工事成績評定要綱第 9 条第 1 項の規定に基づき、貴社に対して勧告します。 
 なお、不良工事の勧告により、別途一般競争入札の参加停止、指名競争入札の指名停止に関する停止措置に

ついては、豊島区競争入札参加停止及び指名停止等措置要綱に基づき行います。 
 
 
 

記 
 
 
１． 契約番号 

 
２． 工事件名 

 
３． 工事場所 

 


